理       由       書

                                  令和   年   月   日

下関市長  前田　晋太郎  様

                    住 所                         
                    氏 名                       印
今回、建物の新築・増築を計画したところ、敷地の前面は建築基準法上の道路ではないが、省令第１０条の３第１項第１号に該当する４．０ｍ以上の道であり、かつ、別表第一（い）欄（一）項に掲げる用途以外の建築物で、延べ面積が５００㎡以内（計画延べ面積　　　　㎡）であるため、法第４３条第２項第１号による認定申請を行うものです。
